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タクシン派女性首相誕生と
洪水に断たれたサプライチェーン
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概　　況
　2011年 7月 3日に下院議員総選挙（定数500議席）が行われ，2006年クーデタで
追放されたタクシン元首相を支持する野党「タイ貢献党」が265議席を得て圧勝
した。その結果，タクシン元首相の妹であり，同党の事実上の首相候補となった
インラック・チンナワットが，初の女性首相に就任した。インラック政権は，最
低賃金引き上げ，法人税減税，籾質入れ制度などの公約の実現に着手した。また，
政治面では国民和解を掲げ，軍や諸勢力との協調的な関係を模索し，反タクシン
派が反発するタクシン元首相の恩赦や不敬罪改正に慎重な姿勢をとった。
　順調な滑り出しをみせたインラック政権は，発足 2カ月にして大洪水という難
題に直面した。洪水被害は10月にはバンコク周辺に及び，近郊の 7つの工業団地
が次々に水没したほか，被災しなかった多くの工場も物流の寸断によって操業停
止を余儀なくされ，その影響は日本をはじめとして世界各国に波及した。洪水に
よる死者は800人余りに上り，住宅の浸水で数万人が長期の避難生活を強いられ
た。経済は第 3四半期までは堅調に推移してきたが，洪水被害の影響で第 4四半
期はマイナス成長に落ち込んだ。洪水の終息で12月には経済指標の改善がみられ
たものの，本格的な回復は2012年に持ち越された。企業・投資家の信頼を回復す
べく洪水対策・水資源管理の確立が喫緊の課題となっている。
　対カンボジア関係では，2010年末に国境地帯視察中の民主党議員と反タクシン
運動を主導してきた民主主義人民連合（People’s Alliance for Democracy：PAD）の
活動家がカンボジア軍によって逮捕・拘束される事件が発生し，関係悪化から一
時両軍が国境地帯で交戦した。 5月にはカンボジアの提訴に基づき国際司法裁判
所（ICJ）が両軍の紛争地域からの撤退を命じる仮保全措置を出したほか，ASEAN
外相会議では議長国インドネシアが仲介に動いた。 8月にカンボジアとの関係の
深いタクシン派が政権についたことで関係改善の兆しがみられた。

2011年のタイ
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国 内 政 治

下院解散の条件とされた憲法改正
　2010年 5月に商業地域の占拠を続けたタクシン支持派の反独裁民主主義統一戦
線（National United Front of Democracy Against Dictatorship：UDD）との交渉のなか
で，アピシット・ウェーチャーチーワ首相（民主党）が早期に解散・総選挙を実施
することを表明したため，2011年に入ると12月の下院議員の任期満了を控えて下
院解散・総選挙は秒読みの段階にあった。アピシット首相は同じく2010年 5月に
提唱した「国民和解のためのロードマップ」（王室擁護，メディア改革，デモ参
加者死亡の真相究明，経済的不平等是正，憲法改正の 5項目）の実現が総選挙の
条件であるとしたが，唯一目に見える成果が出たのは，2010年末からあわただし
く進められた選挙制度に関する憲法改正だけであった。
　憲法改正が選挙直前に行われたのは，2006年クーデタ後に制定された2007年憲
法が公選議員の活動を規制していることに，与野党議員が強い不満を感じていた
からであった。2009年には国会の「政治改革・憲法改正検討国民和解委員会」が
6項目の憲法改正提案を行った。アピシット首相が2010年に設置した「憲法改正
方針審議委員会」（委員長ソムバット・タムロンタンヤウォン国立開発行政大学
院教授）はこの 6項目提案を優先課題として審議し，改正案にまとめた。今改正
は，そのうち条約締結手続き（第190条）と下院議員選挙制度の 2項目の改正を先
行して行うものであった。タイ貢献党は憲法改正に反対の立場をとり審議に参加
しなかった。憲法改正における争点は 1選挙区から 1候補を選ぶ小選挙区制の復
活であった。下院議員選挙は比例代表方式と選挙区方式との並列制をとるが，
2007年憲法は選挙区方式については 1選挙区から複数の候補を選ぶいわゆる中選
挙区制を採用していた。議員のなかには1997年憲法が採用した小選挙区制の復活
を求める意見が強かった。民主党内に慎重論があったが，比例区定数の見直しを
同時に行う改正案がまとめられた。改正案は比例区定数を80から125に増やす一
方，小選挙区定数を375（25減）とし，下院議員総数を500（20増）とした。また，比
例制について全国 8つの選挙区に分けていたが，改正案はこれを1997年憲法と同
じくひとつの全国区とする方式に戻した。これらの改革は現職首相を擁する民主
党に有利と考えられた。選挙制度を変更する憲法改正案は 2月11日に国会両院合
同会で可決された（賛成347，反対37，棄権42）。国会承認が必要とされる条約の
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範囲を明確にするもうひとつの憲法改正案は，同日に可決された（賛成397，反対
19，棄権10）。 2つの憲法改正は国王の裁可を経て 3月 4日に公布された。この
憲法改正を受けて，選挙実施に必要な「下院議員選挙・上院議員選出法」，「選挙
委員会法」，「政党法」の 3つの憲法付随法改正案が国会で可決され（ 4月25日），
さらに憲法で義務づけられる憲法裁判所の審査に付された。 5月 9日に憲法裁判
所が合憲の判断を出すのを待って，アピシット首相は同日に下院を解散し， 2カ
月の選挙戦が始まった

事実上の首相選を制したインラック政権
　タイ貢献党は， 5月16日にタクシン元首相の妹であるインラック・チンナワッ
トを同党の比例代表名簿の第 1順位とすることを正式に決定した。選挙戦は，現
職の民主党アピシット首相と，インラック候補のどちらを首相に選ぶかという事
実上の首相選となった。タイ貢献党の公約や首相候補の選定に海外で逃亡生活を
続けるタクシン元首相が中心的な役割を果たした。
　インラックは，1967年生まれの44歳（選挙当時）。タクシン元首相の18歳離れた
妹である。タイ北部のチェンマイ大学を卒業後，アメリカで経営学修士を取得し，
タクシン一族が保有したシン・コーポレーション・グループに入り，携帯電話事
業の AIS社の CEOを務めたほか，タクシン一族がシン社株式を売却した後は一
族の資産開発会社である SCアセット社の代表取締役を務めていた。このように，
インラックはビジネスでは手腕を発揮したが，政治経験はなかった。
　インラック候補が「ノミニー」（傀儡）にすぎないのではないか，という記者の
質問に対して，タクシン元首相は「クローン」（複製）だと切り返した。タクシン
元首相は，年の離れた妹であるインラック候補が自分の一番年上の娘のようであ
り，アメリカ留学時代やタイに戻ってから企業経営において経験を積む間も常に
タクシン元首相と一緒に歩んできたことを強調した（Matichon，2011年5月20日）。
報復のためではなく問題解決のためにインラックが選ばれたこと，そして，女性
の方が多様な意見に耳を傾けることができ，和解を達成できるとした。
　選挙戦の序盤には民主党とタイ貢献党は互角とみる者もあったが，いくつかの
世論調査においてタイ貢献党が終始優勢を示した。選挙戦後半になると民主党は
ネガティブ戦略に重点を移し，2010年 5月のタクシン派の暴動の責任を問う姿勢
を鮮明にした。UDD・タイ貢献党側は，強制排除による死傷者についてアピシッ
ト政権に責任があるとの従来の主張を繰り返した。インラック陣営はこうした議
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論には関与せず，国民和解の実現を強調する姿勢をとった。
　総選挙前には UDDの集会等における王室への言及を不敬罪で取り締まろうと
する動きが強まったが，諸政党は王室を政治利用しないことで合意し， 5月 4日
に公布された選挙委員会規則では選挙運動に王室を利用することが禁止された。
　軍によるクーデタの噂が繰り返し流れたが， 4月には国軍幹部が揃ってクーデ
タの噂を否定し，軍が総選挙に中立の立場をとることを表明した。 6月14日には，
プラユット・チャンオーチャー陸軍司令官がテレビ出演し，これまでと同じ選挙
では変化は生まれないとし，良き人，礼儀正しき人，そして国のために働く決意
のある人を選ぼうと呼びかけた。この発言はタイ貢献党への批判と受け取られた。
しかしながら，インラック陣営は和解を強調する立場を堅持し，軍に対しては報
復人事を行わないことを表明し，協調を模索した。
　 7月 3日の投票の結果，タイ貢献党が予想を上回る265議席を獲得し，民主党
は159議席にとどまった（表 1）。投票率は選挙区・比例区ともに75.03％であった。
　比例区の得票率をみると，前回2007年12月23日の総選挙では民主党が33議席
（得票率40.4％），タクシン派の「人民の力党」が34議席（同41.1％）とほぼ互角で
あったのに対して，今回の選挙では民主党が44議席（得票率35.1％），タイ貢献党
は61議席（同45.4％）となり，タイ貢献党が民主党を大きく引き離した。憲法改正

表 1　2011年下院議員選挙の結果
合計 選挙区 比例区

定　　数 500 375 125
与党
タイ貢献党（PheuThai） 265 204 61
タイ国家開発党（ChartthaiPattana） 19 15 4
国家貢献開発国民党（ChartPattnaPueaPandin） 7 5 2
民衆力党（PhalangChon） 7 6 1
大衆党（Mahachon） 1 1
新民主主義党（NewDemocrat） 1 1
与党合計 300 230 70
野党
民主党（Democrat） 159 115 44
タイ矜持党（Bhumjaithai） 34 29 5
母なる大地党（Matubhum） 2 1 1
タイ国を愛する党（RakThailand） 4 4
平和維持党（RakSanti） 1 1
野党合計 200 145 55
（注）　英文名称は選挙委員会登録のものを用いた。
（出所）　選挙委員会資料をもとに筆者作成。



268

タクシン派女性首相誕生と洪水に断たれたサプライチェーン

による比例区定数の増加は民主党ではなく，タイ貢献党に有利に働いた。
　次に選挙区方式をみると，中選挙区であった2007年は民主党の得票率が
30.21％（議席比率32.8％）であり，人民の力党は36.83％（同49.8％）であった。小選
挙区制を採用した今回の選挙では民主党が31.9％（同30.7％），タイ貢献党が
44.9％（同54.4％）であった。選挙制度の変更はあったが，タイ貢献党への支持が
増えたことが明らかである。また，今回の選挙で死票の割合は民主党が41％，タ
イ貢献党27％となっており，小選挙区制の効果がタイ貢献党の議席を伸ばした。
　 2大政党，つまり民主党またはタイ貢献党（旧人民の力党）のいずれかに投票し
た人の割合は，2007年に比例区81.5％，選挙区67.0％であったのに対して，2011
年はそれぞれ83.6％，76.9％へと増加した。2007年には選挙区において中小政党
の候補に投票するが，比例区で 2大政党のいずれかに投票するという行動をとる
人が多くいたことが分かる。これに対して今回の選挙においては選挙区・比例区
いずれにおいても 2大政党の一方を選択したことが顕著である。今回の選挙で中
小政党は議席を減らしており，その多くはタイ貢献党に回ったと考えられる。
　タイ貢献党は支持基盤である北部・東北部を中心に広い地域で議席を増やした
が，民主党は伝統的な票田であるバンコクおよび南部で依然として強さをみせた。
とくに南部では次点以下の候補と大差をつけて当選した議員が多い。バンコクで
は民主党が優勢であるが接戦が多かった。中小政党はその本拠地である県におい
て議席を失う事例もあり，苦戦を強いられたといえよう。
　タイ貢献党の勝因は何であろうか。そもそも前回の2007年総選挙を含めて2001
年以降の 3回の総選挙に勝ったのは常にタクシン派であり，もともと民主党の支
持基盤は弱かった。選挙で負けた民主党が政権を得たのは，2008年12月の憲法裁
判所判決によってタクシン派の人民の力党ほか与党 2党が解散を命じられたこと，
そしてタクシン派の一部（現在のタイ矜持党）が民主党側に寝返ったからであった。
タクシン支持派が新たに結成したタイ貢献党は，選挙になれば自分たちが必ず勝
つと自信を持っていた。
　民主党は政権にある間に支持基盤の拡大を狙ったが成功しなかった。かつてタ
クシン政権の政策は「大衆迎合的」であると強く批判されたが，アピシット政権
はタクシン派に対抗するように，分配を重視した政策に傾斜していった。選挙戦
においてもタイ貢献党と大衆迎合的な公約を競ったが，民主党は国民の支持を引
き出すことができなかった。また，金融危機による世界経済の減速に見舞われる
など外的環境にも恵まれず，アピシットが政権についた2009年はタイもマイナス
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成長となった。国内政治では，アピシット政権は UDDによる抗議行動に悩まさ
れ続けたほか，対カンボジア政策で強硬な対応を求める PADに突き上げられ，
ICJや世界遺産委員会など国際機関の場でも守勢に立たされた。また，民主党は
2010年 5月の抗議行動で多くの犠牲者が出たことから，タクシン派が支持を失う
と期待したが，叩かれたタクシン派は結束を固め，アピシット政権ではもはや問
題を解決できない，との見方の方がむしろ強まったといえよう。これはまさにタ
クシン派の狙い通りの展開であった。
　タイ貢献党の勝利を確実なものとしたのが，インラックという強力な候補の投
入であったことは疑いがない。タクシン元首相への信奉はなお根強く，その妹と
いう首相候補の存在は大きかった。また，ジェンダーが選挙戦のなかで中心的な
争点となったとはいえないが，女性であることが国民和解の推進に有利であると
いうメッセージは選挙戦のなかでたびたび強調された。
　民主党支持が強かった都市部では，ほかの政治勢力に流れた票も少なくなかっ
た。たとえば，風俗業経営で財をなし，その後警察汚職の批判など歯に衣着せぬ
発言で人気のあるチューウィット・カモンウィシットが立ち上げた新党「タイ国
を愛する党」は，比例区で 4議席を獲得する大躍進となった。同党はバンコクに
おいて比例区で 7％の支持を集めた（民主党45％，タイ貢献党42％）。
　また，PADが「獣を国会に送るな」というスローガンのもとに展開した選挙
ボイコット運動が民主党に不利に働いた可能性も高い。タイでは，投票用紙に
「投票する意思がない」という項目を選べるようになっており，PADは有権者に
それを選択するように求めた。全国で「投票する意思がない」が比例区2.72％，
選挙区4.03％（2007年2.85％，4.58％）であったが，バンコクではそれぞれ6.42％，
6.09％（2007年選挙ではバンコクを含む第 6選挙区は3.24％，4.22％）と高い。他方，
既存政党に不満だが，PAD支持とみられたくない無党派層が無効票を投じた面
もあるといわれるが，無効票は全国では比例区4.90％，選挙区5.79％（2007年5.56％，
2.56％），バンコクでは比例区1.39％，選挙区5.34％となった。

インラック連立政権の成立
　選挙後，直ちに連立協議が開始され，タイ国家開発党，国家貢献開発国民党，
民衆力党，新民主主義党，大衆党の 6党が連立で合意し，下院で300議席の安定
多数を確保した。選挙委員会は当選認定に慎重な姿勢をとり，総選挙後の通常国
会開会の遅れが危ぶまれたが，通常国会が招集された 8月 1日までに議員全員の
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当選確定が行われた。なお，不正の疑いから 7月31日に 2選挙区で再選挙， 1選
挙区で票の再集計が行われたが，当選者に変更はなかった。
　確定作業が遅れた原因は，刑事訴追されている UDD幹部がタイ貢献党の比例
名簿に含まれていたからである。UDDはこれまでタイ貢献党とは独立して運動
を進めてきたが，タイ貢献党は今回の選挙では論功行賞として UDD幹部を比例
名簿に加え，その結果10人が当選した。なお，このうちチャトゥポーン・プロム
パン議員については，11月になって選挙委員会は選挙時に逮捕拘留されていたこ
とを理由に議員資格がないと認定し，最終的な判断は憲法裁判所に委ねられた。
　 8月 5日に下院はインラックを首相候補に指名し， 8月 8日に国王によって首
相に任命された。 9日の組閣では副首相を 5人に増員し，経験ある政治家や外部
有識者を起用することで政治経験のないインラック首相の脇を固めた。折しも 7
月27日に逝去したペチャラット王女（第 6世王の娘，享年85歳）の服喪期間と重
なったため，閣僚全員が喪章をつけての宣誓式となった。組閣において UDD幹
部の閣僚入りは見送られたが，大臣顧問等の形で政府に参加した（後に2012年 1
月の内閣改造で UDD幹部が閣僚に加わった）。
　 8月23～25日に国会において所信表明演説と質疑が行われた。タイ貢献党の公
約はインラック政権の「政策表明」にまとめられた。政権最初の年に実施する優
先政策（16項目）としては，まず相互理解の促進による民族和解の確立と民主主義
の再生が掲げられた。1997年憲法体制後半以降の意見の対立と暴力によって影響
を受けた諸方面の人々を継続的に支援するほか，アピシット政権で設置された
「真相究明・国民和解委員会」（委員長カニット・ナナコーン元検事総長）による
真相究明を支援するとした。このほかに，麻薬，南タイ問題，水資源管理，憲法
改正に取り組むことが表明された。他方，経済面の優先政策としては，インフ
レーション・原油高の影響の緩和，購買力増強による国民生活の質の向上，法人
税減税，農産物価格引き上げ，低所得者層・農民の資金アクセスの向上，観光促
進，学校へのタブレット PC配布等が掲げられた。また，鉄道の複線化，バンコ
ク＝チェンマイ間などの高速鉄道，バンコク都内の10路線の開業と運賃の一律化
（20バーツ），アンダマン海とタイ湾を結ぶランドブリッジ構想などのメガプロ
ジェクト構想も掲げられた。総じていえば，農村・低所得者層などへの分配によ
る内需拡大と競争力強化を組み合わせたタクシン政権期で追求された経済政策
（「タクシノミクス」と呼ばれた）を復活させるものであった。
　下院で単独過半数を制したタイ貢献党が中小政党と連立を組んだ背景には，専
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横との批判を回避したいほか，公約とする憲法改正に向けた布石でもあった。憲
法改正は国会両院合同会（定数650）で行われ，過半数の承認が必要だからである。
上院は1997年憲法によって初めて公選とされたが，議員の政党への所属が禁止さ
れている。また，2007年憲法では定数150うち公選議員は約半数の77（ 1県 1選挙
区。2011年 3月に県がひとつ増えた）に限定し，残りの議員は憲法で定める手続
きに従って，「学術」，「政府」，「民間」，「専門職」，「その他」の 5つのセクター
から「選出」する。 3月には，アピシット政権下で非公選議員の入れ替えが行わ
れた。憲法施行後に最初に選出された非公選議員の任期を 3年とする経過規定
297条によるものである（通常は任期 6年）。上院議員は原則 1期のみで再任が認
められないが，経過措置として再任が認められたため，選出された73人のうち29
人が再任であった。
　憲法改正について連立与党は，12月21日に改正手続きに関する第291条を改正
することで合意した。国民投票の位置づけなど改正の進め方についてはタクシン
派内にも異論があり，2011年中に明確な方針は示されなかった。
　また，インラック首相は選挙中から軍の人事に介入しないことを表明しており，
10月 1日付の人事は軍側の案にほぼ従った形で行われ，UDDが目の敵とするプ
ラユット陸軍司令官は留任となった。軍に対するタイ貢献党の対応は先送りされ
た。他方，警察長官にはタクシン元首相の義兄のピヤオパン・ダーマーポン警察
大将が昇進した。前任のウィチアン・ポットポーシー警察大将は当初更迭に抵抗
する姿勢を示したが，国家安全保障委員会事務総裁職に転出した。
　司法や憲法上の独立機関である選挙委員会等における手続きを利用し，敵対す
る勢力を追い落とそうとする動きは選挙戦を通じて顕著であった。たとえば，民
主党とタイ貢献党は相互に相手側の選挙違反を選挙委員会に申し立てた。民主党
は，タイ貢献党がその候補者のメディアにおける露出を増やすために，メディア
に資金提供したと主張した。また，タイ貢献党は商務省による消費者向け低価格
販売（空色の旗事業）が有権者への資金提供にあたると主張した。いずれの申立て
も認められなかった。また，PADは，選挙無効を求めて最高裁判所に訴えたが，
訴えの利益がないとして却下された。インラック政権は下院で安定多数を確保し
ているため，今後も民主党や PADがこうした院外での手続き申立てなどを通じ
て政権に揺さぶりを仕掛けることが予想される。2008年12月に人民の力党の解散
を命じた憲法裁判所の判決の根拠となった憲法規定はなお残っており，予期せぬ
時期に選挙違反の申し立てが認められて解党命令が出される可能性が残る。
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大洪水への対応と復興に向けた取り組み
　順調に船出したインラック政権は，発足後 2カ月にして大洪水という難題に直
面した。平たんな地形の多いタイでは雨季が終わる10月から11月にかけて上流で
降った雨が下流域に集中し，毎年のように洪水が起きる。しかし，2011年の洪水
被害は1942年以来という稀にみるものであった。すでに 9月頃には北部上流域で
洪水被害が顕著となっており，南部の水害（ 3月）と同じく被災家族への5000バー
ツの見舞金支給が閣議決定されていた。その後，洪水の影響は次第に下流域へと
広がった。政府は，閣僚が陣頭指揮に立って，軍を動員し堤防の強化など対策に
努めたが，10月にはバンコク近郊のアユタヤー県，パトゥムターニー県において
工業団地 7カ所が次々と水没し，主要道路が寸断された。アユタヤーの遺跡も水
没した。被災した工場のみならず，洪水対策や物流の寸断による部品不足のため
に多くの工場が操業の停止を余儀なくされた。操業停止の影響は，タイ国内だけ
でなく，日本や世界各国に波及し，グローバルなサプライチェーンのなかでタイ
がいかに重要な位置にあるかを知らしめることとなった。バンコクにおいても浸
水被害が広がり，政府は，工業団地の洪水被害が拡大した10月 8日に「水害・地
滑り・干ばつ問題解決委員会」を設置する一方，元警察長官のプラチャー司法相
を長とする「水害被災者支援センター」をドンムアン空港内に設置し，被災者の
支援にあたらせた。10月11日の閣議で，インフラストラクチャー，経済，社会の

水没するドンムアン空港（2011年11月19日，ジェトロ・バンコク事務所 助川成也 撮影）
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3分野の「水害被災者支援復興軽減委員会」を設置し，復興計画の策定にあたら
せた。また，10月25日の閣議では復興支援のため政府系金融機関を通じた信用供
与策をまとめた。
　しかし，その後も被害地域は拡大し，避難所にも指定されていたドンムアン空
港も浸水し，政府は支援センターの移動を余儀なくされた。バンコク中心部や東
部の工業団地への浸水が懸念されたが，政府はバンコク中心部を死守すべく，
「ビッグバッグ」と呼ばれた巨大な土嚢で防衛線とした幹線道路に堤防を築いた
ほか，ポンプによる排水を強化することで，海面が上昇する11月の大潮を乗り
切った。12月になって洪水被害はようやく収束した。被災地域の多くでは11月半
ばから排水・清掃作業が開始された。
　洪水の直接の原因は降雨量の著しい増加であったが，ダム放水の遅れが被害の
拡大を招いた。近年，洪水と同様に乾季の干ばつ被害が続いており，干ばつへの
備えに気を奪われた結果，ダムが満水になって初めて大量の放水を開始し，その
水が下流域を直撃することとなった。浸水は65県に及び，浸水面積は 4万5023平
方キロメートル（11月末，科学技術省）であった。死者は812人に及び，例年と異
なり水の勢いが強いために水死した者のほか，感電による死者も多かった（家庭
用電圧は220ボルト）。長期の浸水によるカビの発生，腐敗の進行，感染症などの
健康被害への懸念も強まった。
　洪水対策を進めるなかで地域間の対立が顕在化した。バンコクを守るために水
門を閉めたことや，堤を築いたことで周辺地域に浸水被害が拡大した。実力で水
門を開放しようとする地元住民と政府の間で小競り合いも起きた。また，与党タ
イ貢献党とスクムパン・ボーリパット・バンコク都知事（民主党）との政治対立も
状況を悪くした。バンコク防衛のための措置は周辺の被災地域の排水の遅れをも
たらし，12月になっても水が引かず長期の避難生活を強いられる住民も多かった。
　11月になると政府は，中長期的な洪水対策および水資源管理体制の確立へと軸
足を移した。11月10日，政府は「復興と国の未来建設のための戦略委員会」（委
員長ウィーラポン・ラーマーンクーン元財務相）と「水資源管理体制戦略委員会」
（委員長キティラット副首相兼商業相）を設置した（いずれも国家経済社会開発庁
［NESDB］内に事務局）。11月15日の第 1回会合では，ウィーラポン委員会の下
部機関として，戦略・外交顧問団と，①民間協力調整・信頼形成，②恒久的組織
設置・行政運営指針，③金融・資本市場，④保険の 4つの小委員会が設けられた。
被災企業の多くは保険金が支払われたが，とくに被災した工業団地では保険料の
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高騰などの問題が生じた。具体的な復興プランや水資源管理計画の内容は2012年
に持ち越された。
　民主党は政府の洪水対策の失敗を追及する姿勢を示し，支援物資の配布が滞っ
たことの責任を求めて支援センターを担当したプラチャー法相に対する不信任動
議を提出した（11月28日採決，信任）。また，マープタープット訴訟を提起した環
境 NGO（地球温暖化防止協会）が，洪水対策失敗について政府の責任を問う訴訟
を中央行政裁判所に12月に提起した。

対立回避を優先するインラック政権――恩赦・不敬罪
　タクシン派は，司法手続きにおいて保釈や刑事訴追など多くの面でタクシン派
が不利に扱われているという「ダブルスタンダード」批判を展開してきたが，イ
ンラック政権は司法のあり方の見直しを進める姿勢を打ち出した。10月にウク
リット・モンコンナーウィン元上院議長を委員長とする「国家法治主義独立委員
会」が設置され，「法治主義を支え，法律の適用が公平，平等，かつ人の権利・
自由を保護して行われるようにし，ならびに平穏な社会を導くため，国家の法適
用に対する信頼を確立すること」が目的に掲げられた。
　インラック政権は，復興や公約の実現を優先し，軍やほかの勢力との政治対立
を回避する姿勢を示した。有罪判決を受けて海外逃亡中のタクシン元首相の恩赦
を行おうとすれば，反タクシン派が結集する口実となることは明らかであり，イ
ンラック政権やタクシン元首相本人も早期の恩赦には消極的である。しかしなが
ら，早期の恩赦を求める声は UDD，タイ貢献党のなかに根強い。また，2009年
8月に恩赦を請願するため UDDが集めた350万人の署名について，司法省が 9
月になってその有効性を確認したが，国王にはまだ提出されていない。また，海
外逃亡中のまま一度も服役せずに恩赦を受けることができるかという法的問題が
残る。他方，2010年 5月の抗議行動で多数の死傷者を出した UDD内に，政府側
の責任追及を求める意見も強く，政府関係者も恩赦の対象となることで責任追及
ができなくなることを警戒する。チャルーム副首相がタクシン元首相の恩赦を推
進する動きを示したが，12月に例年通り行われた国王誕生日の恩赦対象（ 2万
6000人）にはタクシン元首相は含まれなかった。
　不敬罪（刑法112条）の問題が新たな争点として浮上した。これまでタクシン派
がその抗議集会のなかで行った王室への言及を不敬罪で取り締まる動きが続いた。
不敬罪で重い刑が科される事例が続いたことで，国際的にも批判を受けるように
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なった。11月には王室に批判的な内容の携帯メールを発信したとして，61歳のタ
イ人男性が懲役20年を宣告された。アメリカ市民権を持つタイ人男性が，発禁処
分となっている国王の伝記を翻訳したことやインターネット上の書き込みなどで
逮捕された事件では，アメリカ領事名で憂慮が表明された（12月 8日に有罪判決）。
12月15日には女性活動家が集会での不敬発言を理由に懲役15年を宣告された。一
連の判決については国際人権 NGOからの批判が相次いだほか，国連人権高等弁
務官事務所が罰則改正を求める提案も表明している。タイの知識人のなかにも不
敬罪の改正を提言する者が出ている。若手法学者を中心とする「人民法学」（ニ
ティラート）は不敬罪の改正を提言するほか，2006年クーデタ以降の法改正を
いったん元に戻すことを提言して，反タクシン勢力の反感を買った。他方，内外
からの批判に対しては軍や王党派の反発が強く，たとえば，プラユット陸軍司令
官は不敬罪改正を認めない発言を繰り返し表明した。UDD内には不敬罪改正を
求める意見もあるが，軍や他勢力との新たな対立点となる不敬罪改正問題にイン
ラック政権がすぐに乗り出す可能性は低い。 8月にはチャルーム副首相が不敬な
内容を取り締まるためネット監視を強化する方針を表明するなど，閣僚内でも不
敬罪への取り組みには温度差がみられる。

経 済

第 4四半期はマイナス成長に
　2011年は，災害が経済に深い影響を残した年であった。3月末には南部を襲っ
た暴風雨による洪水や地滑りが発生し，天然ゴム，パーム油等の生産・供給に影
響を与えた。また， 3月11日の東日本大震災による部品・原材料の供給の混乱の
ため，タイにおいても日系企業などに一時的な操業停止や減産が広がった。大震
災の影響から生産が回復した頃に発生したのが 9～11月の大洪水であった。
　洪水被害のため，第 4四半期はすべての経済指標で急激な落ち込みが生じた。
タイ経済は世界金融危機の影響から2009年はマイナス2.3％成長となったが，
2010年は急速に回復し7.8％の高成長となり，2011年前半はバーツ高による景気
減速がみられたものの，第 3四半期までの四半期別成長率は3.0％，2.8％，3.5％
と堅調に推移していた。洪水被害の結果，第 4四半期の成長率はマイナス9.1％
を記録，通年では0.1％となった。
　インフレ懸念から2010年半ばに政策金利の引き上げを始めた中央銀行（タイ銀
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行）は，2011年に入ってからも0.25％ずつ 6回にわたって利上げを行い，政策金
利は年初の2.00％から3.50％（ 8月24日）まで上昇した。しかし，甚大な洪水被害
の発生や欧州経済危機による景気悪化への懸念が強まったことから，中央銀行は
利下げに方向を転じ，11月30日には政策金利を0.25％引き下げて3.25％とした
（2012年 1月25日には3.50％に引き上げた）。
　洪水被害による工業生産の落ち込みは深刻であった。直接の被害を受けた企業
だけでなく，洪水に備えるため，あるいは部品等の供給の目処が立たないといっ
た理由で操業を停止する企業が広がった。その影響は輸出を牽引してきた自動車，
ハードディスクなどの電機・電子をはじめとして広い範囲の産業に及んだ。たと
えば，自動車生産（乗用車・トラック）についてみると，2010年には内外の需要拡
大で過去最高の160万台の生産を達成したが，2011年は震災・洪水による減産・
操業停止の影響で生産台数は大きく減少した（図 1）。日系企業では生産を日本や
第三国に移す動きがみられ，タイ人労働者の日本への一時的な受け入れを円滑化
するための措置もとられた。
　輸出は第 4四半期にマイナス4.8％と急減したが，通年では11.7％増となった。
欧州経済危機の影響は，対欧輸出のシェアが小さいこともあり，あまり顕著では
ない。輸出先は，ASEAN諸国が23.7％でもっとも多く，中国（12.0％），日本
（10.5％），アメリカ（9.6％），EU15カ国（9.4％），香港（7.2％）と続く。輸入は通年
で19.1％増であり，輸入先は日本（18.5％）がもっとも多く，ASEAN（16.2％），中
国（13.4％），中東（13.3％）と続く。原油高に伴い中東からの輸入は前年比36.8％
増となった。
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図 1　自動車生産数の推移

（注）　乗用車・トラックの国内向・輸出向生産をすべて含む。
（出所）　タイ工業連盟自動車部会資料より筆者作成。
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　株価指数（SET指数）は2010年末の1032.76から1144.14（ 8月 1日）まで上昇した
が，洪水被害の影響が顕在化すると855.45（10月 4日）まで急落し，その後回復し
て1025.32（12月30日）まで戻した。
　観光は，洪水を理由とする渡航自粛勧告が行われたこともあり，第 4四半期に
は観光客が減少したが，通年でみると観光客数（空路で観光ビザで入国した人）は
2010年の325万人から2011年の404万人へと増加した（入国管理局統計）。被災者の
ホテル住まいが増え，ホテルの稼働率は上昇した。
　洪水被害に遭った企業のなかには事業継続を断念するところもみられたが，多
くは操業を再開する方向である。労働者のレイオフも懸念されたが，政府は企業
が雇用を継続することを条件に労働者 1人当たり2000バーツを支給する措置をと
り，雇用維持に寄与した。
　洪水被害にもかかわらず，労働力不足が続く状況に大きな変化はなかった。失
業率は2010年の1.0％から0.7％へと低下した。労働力として外国人労働者の受け
入れは不可避であり，不法滞在外国人労働者を正規化するため，登録受け付けが
再度行われた（ 6月15日）。他方，洪水被害が発生した際には外国人労働者が十分
に保護されない問題が発生しており，今後の待遇改善に課題を残した。
　タイ人労働者の技能向上のため「職能別」の最低賃金制度が 7月28日から自動
車塗装工，自動車板金工，タイ料理調理師など11職種について実施された（後に
さらに11職種が追加）。職能水準に応じてそれぞれ 2または 3等級に分けて一般
の最低賃金より高い最低賃金が定められた。たとえば，自動車塗装工は 1級（日
額330バーツ）， 2級（430バーツ）， 3級（505バーツ）に分けられる。

内需拡大策を進めるインラック政権
　インラック政権は 8月に発足した後，優先課題として掲げる政策の実施に直ち
に着手した。インラック政権が「購買力増強」策の中核として位置づけるのが，
最低賃金の引き上げであった。民主党も最低賃金の引き上げを公約に掲げたが，
タイ貢献党の公約は全国一律に日額300バーツにする，という大胆なもので，こ
れと抱き合わせで実施される法人税率の引き下げで企業のコスト増は吸収される
と主張した。経済界からは強い反発が起きる一方，労働団体は公約通りの実施を
求めた。最低賃金は労使代表と政府代表で構成する賃金委員会で協議され，10月
17日に政府が示した案で合意に至った（11月 2日付賃金委員会布告により実施）。
合意案ではバンコクとその周辺県，およびプーケット県について300バーツとし，
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その他の地域についてはバンコクの引き上げ率と同じ39.5％増とした。最低賃金
は県ごとに細かく定められており，最低額がパヤオ県の222バーツである。また，
2014年と2015年に見直すことを条件に2013年から全国一律300バーツとすること
も決められた。洪水被害の発生から，新たな最低賃金の適用は2012年 1月 1日か
ら同年 4月 1日に延期された。なお，国有企業は日給ベースの被用者 1人につき
最低賃金300バーツを10月 1日から適用したほか，大手企業のなかにも前倒しで
最低賃金300バーツに従うことを表明するものがあった。
　新たに適用される最低賃金においても全国77県のうち65県の最低賃金がまだ
270バーツ未満であり，230バーツ台が27県で一番多くなっている。一律300バー
ツを実現するためには多くの県で大幅な引き上げがさらに必要であり，急激なコ
スト増を懸念する企業の反発がなお続くとみられる。
　他方，法人税の引き下げについては10月11日の閣議で決定され，12月21日に必
要な勅令が公布された。法人税は2012年 1月 1日以降に始まる会計期間につき，
法人税を30％から23％に引き下げたほか，2013年 1月 1日以降の会計期間につき
さらに20％に引き下げられた。法人税引き下げは，最低賃金引き上げによるコス
ト増を吸収するほか，ASEAN経済共同体の発足に向け，外国投資の誘致やタイ
企業の国際競争力を高める狙いがある。
　さらに，インラック政権は購買力増強を目指して大卒初任給の 1万5000バーツ
への引き上げを進める。最低賃金のような政府が民間企業に強制する手段を欠く
ため，まず公務員について法改正の必要のない手当ての引き上げで先行的に実施
することとなった。公務員給与の引き上げは民主党がすでに実施しており，イン
ラック政権の施策はそれに上積みするものとなった。アピシット政権は 1カ月の
報酬（本俸と手当て）が 1万2225バーツに満たない公務員に一律1500バーツ支給し，
そのうえで8610バーツに満たない者にその額に達するようにさらに手当てを支払
うというものであった（適用期間は2011年 4月 1日～12月末）。一方，インラック
政権は，大卒公務員につき 1カ月の報酬が 1万5000バーツになるように手当てを
増額した。大卒以下の公務員についてはアピシット政権と同じく 1万2280バーツ
に満たない者に一律1500バーツ支給する一方，さらに手当てが支払われるべき大
卒以下の公務員または一時職員の最低報酬額は9000バーツに引き上げられた
（2012年 1月13日付財務省規則）。
　また，購買力増強策として，初めて買う車や持ち家の奨励措置が実施された。
初めて自動車を購入する者について，価格が100万バーツ未満（乗用車は1500cc
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以下）である場合，物品税を最大10万バーツ還付する制度が 9月から開始された
（2012年末まで）。国内生産車のみを対象とし， 3年間の分割払いと 5年間の自動
車保有が条件とされた。他方，初めて住宅を購入する者に対する優遇措置が500
万バーツ以下の住宅を対象に開始された。当初，所得控除とされていたが，のち
に税額控除に変更された。洪水被害により自動車・住宅販売は伸び悩み，税還付
制度の利用は進まなかった。12月に政府は被災した車の買い換えにも適用を拡大
する方針を示した。

農業政策――籾質入れ制度の復活
　インラック政権の農業政策としては，50万バーツ以下の農民の債務の猶予措置
や村落基金の拡充などが行われたほか，農産物価格水準の上昇のため，籾質入れ
制度が再開された。これは籾米を担保に農家に貸し付けを行うものであり，市場
価格が基準価格よりも高い場合，農民は籾米を請け出して市場で販売することが
できる。逆に市場価格よりも基準価格を高く設定すると，実質的に政府による買
い取り制度として機能し，市場価格を高めに誘導し，農民所得の向上が期待され
る。10月 7日に開始された貸付制度では，基準価格がタイ貢献党の公約通りに普
通米で 1トン当たり 1万5000バーツ，香り米で同 2万バーツと市場価格よりも高
く設定された（ 9月 9日国家米穀政策委員会決定，13日閣議決定）。その結果，籾
米の市場価格上昇が起き，タイ米の国際競争力が低下し，輸出業者はコメ輸出減
を懸念したが，トータルで見ると輸出量は2010年の890万トンから2011年の1070
万トンへと増加した。また，高値の買い取りが行われるため，カンボジアからコ
メが違法に輸入された例もあった。しかし，大洪水の結果，預けられた籾米量は
予定を大きく下回った。
　この質入れ制度は政府が大量の在庫を抱えたり，汚職問題が発生したり弊害が
多いことを理由に，アピシット政権下の2009年から所得保証制度に切り替えられ
ていた。この制度は政府系の農業・農業協同組合銀行（BAAC）を通じて行われて
いる。また，政府は公約としていた「農民クレジットカード」（農民が生産要素
を購入する際に使用可）の交付準備を進めている。

エネルギー価格体系の見直し
　エネルギー価格政策はアピシット政権とインラック政権がともに力を入れた分
野であり，エネルギー価格の安定化のため燃油販売時に徴収される拠出金による
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「燃油基金」（Oil Fund）が焦点となった。アピシット政権は，2010年末の原油価
格上昇の影響による生活費の膨張を食い止めるため，軽油小売価格を 1リットル
当たり30バーツ以下に維持し，その原資として燃油基金から補助金を交付するこ
ととした。燃油基金からの補助金の上限を当初50億バーツに設定したが，原油価
格高騰が長期化するにつれて引き上げられた。さらに， 4月になると燃油基金の
赤字化を避けるため燃油基金からの補助を削減し，代わりに軽油に課される物品
税を時限的に減税することで軽油の価格維持を継続した（2011年 9月末までとさ
れたが，インラック政権によって2011年末まで延長）。インラック政権は，優先
政策である原油高騰の影響軽減のため， 8月末から燃油基金の拠出金徴収を一時
的に停止した。燃油価格は一時的に大きく値下がりしたが，燃油基金が赤字化し
た（後に徴収を再開）。
　液化石油ガス（LPG）や圧縮天然ガス（CNG，タイでは自動車用天然ガス NGV）
の小売価格が固定されたため，PTT社（旧タイ石油公社）に液化天然ガス（LNG）
販売での赤字が蓄積した。LPG，CNGに対しては燃油基金から補助金を出すこ
とで利用者の増加を促す施策がとられてきた。インラック政権は，価格維持政策
が高所得者層にも有利になっていると主張し，価格がコストを反映する適正価格
になるように自由化をする一方，低所得者層や公共交通機関にはエネルギー・ク
レジットカードなどの交付による補助に切り替える方針を示した。輸送機器用
LPGの価格の自由化を2012年 1月から実施する方針を示す一方，影響を受ける
バス，タクシーに対しては，12月から 1カ月当たり3000バーツを上限とするエネ
ルギー・クレジットカードの交付を開始した。産業用 LPG価格についてはアピ
シット政権時に段階的な自由化が開始されたが，家庭用の LPG価格は2012年末
まで維持される。
　2010年に策定された「国家発電力開発計画」（PDP2010）において2020年の原子
力発電所の稼働が目標とされていたが，日本の福島第一原発の事故や国際原子力
機関（IAEA）から国内法整備や国際協定批准の必要性，人材育成の遅れを指摘さ
れたことを受けて，国家エネルギー政策委員会は原発稼働目標をさらに 3年先延
ばしすることを決定した。

タクシン判決の余波に揺れる通信業界
　憲法に基づく新たな放送・通信事業の監督機関である「国家放送通信委員会」
（National Broadcasting and Telecommunication Committee：NBTC）が10月10日に発
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足した。NBTCの発足の遅れから第 3世代携帯電話事業（3G）のライセンス入札
を実施できないなどの支障が生じていた。
　他方，タクシン元首相の資産没収を命じた2010年 2月の最高裁判所判決に関連
したいくつかの法的紛争が顕在化した。最高裁は，携帯電話事業の事業権設定契
約の改定などタクシン政権下（2001～2006年）で行われた施策・措置が，タクシン
元首相が実質的に所有したシン社に対する便宜供与であり，違法であると認定し
たことが発端であった。この判決で損害を受けたとされたタイ電話公社（現・
TOT）は，携帯電話事業を行う AIS社などに本来得るべき利益の支払いを求め，
いくつかの訴えを提起した。 5月に出された仲裁判断では TOT社の主張は認め
られず，TOT社は行政裁判所において仲裁判断の取り消しを求める訴えを提起
した。また，別の事件では TOT社自ら請求を断念し AIS社への訴えを撤回して
いる。他方，TOT社では責任を問われる懸念から取締役の半数が辞任した。
　また，携帯電話の DTAC社に対しては，外国企業が実質的な株主であり通信
事業の参入が認められない外国人事業法上の外国人に該当するのではないかとす
る申立てが True社により行われたが，商務省，検察は該当なしとの判断を示し
た。タクシン政権による2006年の通信事業の外国人出資比率規制緩和がシン社株
式をシンガポールのテマセク・グループに売却するためであったと認定されたこ
とを受けて，外資規制が政治問題化したことが背景にある。また，外国人事業法
上の名義貸し（ノミニー）の取り扱いが不明確なことも問題を複雑にした。

洪水被害と財源問題
　洪水被害の復興資金をどう捻出するかが課題となった。12月26日に政府は復興
や水資源管理のための財源確保などを目的として， 4つの緊急勅令案を閣議決定
した（公布は2012年 1月26日）。第 1は，財務省に借入権限を認めるもので，借入
額は復興等に必要な3500億バーツと設定された。第 2は，被災者への金融支援を
円滑化するもの，第 3は洪水後の保険料の高騰に直面する企業などを支援するた
め「損害保険奨励基金」を設置するものであった。第 4は，もっとも議論になっ
たもので，政府の公的債務比率を引き下げるため，1997年のアジア経済危機時に
金融機関支援によって生じた 1兆1400億バーツの債務を政府から中央銀行が管理
する法人である金融機関再建開発基金（FIDF）に付け替えるものであった。この
債務返済のため，中央銀行が金融機関にその預金残高に応じて課金すること，中
央銀行が管理する外貨準備金の運用益などを返済に充てる方針が示された。



282

タクシン派女性首相誕生と洪水に断たれたサプライチェーン

対 外 関 係

タクシン派政権の成立で関係改善に向かう対カンボジア関係
　対カンボジア関係はタイの国内政局と連動して関係悪化と改善を繰り返した。
タクシン元首相およびその支持者とフンセン首相は良好な関係にあり，2009年に
経済顧問にタクシン元首相を迎え，反タクシン派を苛立たせた（2010年辞任）。
2010年 5月の UDDの抗議行動が制圧された後には，何人かの UDDメンバーが
カンボジアに潜伏し，これも両国の関係改善を阻害した。
　二国間の最大の争点は，両国の国境地帯にあるプレア・ヴィヒア寺院（タイ名
プラウィハーン）周辺地域の帰属問題である。同寺院については1962年の国際司
法裁判所判決によってカンボジア帰属が認められたものの，周辺地域の帰属につ
いて両国の主張は対立したまま現在に至っている。タクシン元首相はカンボジア
との大陸棚資源の共同開発の方に関心があるとみられ，同寺院周辺の領土問題を
先送りする方針をとっていた。2008年にタクシン派のサマック政権はカンボジア
による同寺院の世界遺産登録と周辺開発計画を容認する姿勢を示した。これに対
して，民主党，PADは領土問題を争う姿勢を明確にしている。
　2010年12月29日にカンボジアとの国境地域を視察中の民主党議員，PAD活動
家ら 7人がカンボジア軍によって逮捕・拘束される事件が発生し，対カンボジア
関係は2011年前半に急激に悪化した。拘束されたのはパニット・ウィキットセー
ト民主党議員，PADに参加する活動家であるウィーラ・ソムクワームキット（タ
イ愛国者同盟代表）とその秘書などであった。彼らは逮捕された場所がタイ領で
あると主張したが，タイ外務省・国軍は 7人がカンボジア領に立ち入ったことを
認めた。 7人はプノンペンに移送され，違法入国，軍事地域への侵入の容疑で訴
追された。 1月21日の判決でパニット議員ほか 5人は執行猶予判決を受けて帰国
したが，ウィーラとその秘書には 2月 1日に実刑判決が出され，収監された。
　拘束された 7人の解放など国境問題でのカンボジアに対する強硬姿勢を政府に
対して求めて PADは首相府近くで座り込みを開始した。 2月にアピシット政権
は国内治安法の発動で PADの活動を規制する姿勢をみせたものの，強制排除に
は動かなかった。PADは選挙期間中も座り込みを続けた。
　この事件をきっかけに国境のプレア・ヴィヒア寺院周辺で両国が部隊を増強し，
緊張が高まった。 2月には戦闘が始まり，その後断続的に戦闘が行われ，タイ側
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2011年のタイ

住民にも死者が出た。タイ政府はこの問題を二国間で解決しようとする立場を
とったが，カンボジア政府は国際社会の関与による解決を目指し，その意図通り
の展開となった。国連安全保障理事会においてこの問題は取り上げられ，カンボ
ジア，タイ双方の代表が説明を行った。また，ASEAN外相会議の場でもこの問
題は協議され，インドネシア政府が監視団を派遣することが合意された（監視団
は2011年中には派遣されなかった）。さらに， 4月29日にカンボジア政府は，国
際司法裁判所（ICJ）に対して，プレア・ヴィヒア寺院をカンボジア領と認めた
1962年の判決の解釈を求めて提訴した。 5月31日と 6月 1日に口頭弁論が行われ，
ICJは 7月18日付で両軍に紛争地域からの撤退を求める仮保全措置を発した。本
事件はなお係属中である。他方，世界遺産委員会の 7月の会合にはスウィット環
境相が出席したが，主張が認められないとみると同委員会の脱退を表明した。
　 7月総選挙においてカンボジアとの関係の深いタクシン派が政権に返り咲いた
結果，両国の関係は急速に改善した。 9月24日にはインラック首相がカンボジア
を訪問，フンセン首相と会談し，国境問題などを協議した。インラック首相の訪
問直前にはタクシン元首相が訪問し，大陸棚の共同開発などを話し合ったと報道
された。また同日，UDD・タイ貢献党がカンボジア政府との親善サッカー試合
をプノンペンで開催した。2010年末に拘束された残りの 2人は親善試合の際に解
放されるという噂があったが実現しなかった。12月21日にプノンペンで開催され
た二国間の総合国境委員会（GBC）では ICJの仮保全措置に従った両軍の撤退やイ
ンドネシア監視団の受け入れなどで合意がなされた。
　日本とタイとではその間の災害における支援がやりとりされた。東日本大震災
後には，タイにおいても震災復興のため義援金を募る運動が広がりをみせた。タ
イからは，医療チームの福島県への派遣や，電力不足を補うための発電機の貸与
などの支援が行われた。他方，タイで洪水被害が拡大すると，日本側の支援が行
われた。11月に日本政府は，国際緊急援助隊専門家チームとポンプ車を派遣した
ほか，水資源管理体制確立への支援を開始した。
　2011年は在外タイ人保護が課題となった年であった。東日本大震災では在留タ
イ人も被災した。また， 2月には「中東の春」とよばれた一連の民主化運動のな
かで，リビアに出稼ぎ労働者として在留するタイ人 2万3600人の救援が課題と
なった。政府は客船や旅客機をチャーターするなど海路と空路で出国を支援した。
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タクシン派女性首相誕生と洪水に断たれたサプライチェーン

2012年の課題
　インラック政権は，軍やほかの勢力との対立を回避し，洪水被害からの復興と
公約した諸施策の実施を優先したいが，UDD・タイ貢献党内にはタクシン元首
相の恩赦，不敬罪改正などの問題への早急な対応を求める声もある。急進的な
UDD幹部の政権参加が進んだことでさらに慎重な舵取りが求められている。さ
らに，2007年 5月30日のタイラックタイ党の解党判決により 5年間の選挙権停止
に服していた当時の同党幹部が 5月末に復権するが，なかにはインラック政権に
参加する者も出てくると考えられる。また，インラック政権とカンボジアとの関
係は良好ではあるが，ICJ判決，世界遺産委員会の決定の内容によっては国境問
題が再燃することもありうる。民主党や反タクシン勢力は，インラック政権が下
院で安定多数を押さえているため，司法手続きや憲法上の独立機関を通じた揺さ
ぶりをさらに強めると考えられる。2008年12月にタクシン派の「人民の力党」に
解散を命じる根拠となった憲法規定がなお存在しており，予期せぬ時期に解党訴
訟が提起される可能性が残る。この規定を含め2007年憲法の見直しが今後の憲法
改正論議における争点となる。
　経済面での喫緊の課題は，タイが有効な洪水対策と水資源管理を進めることが
できることを示し，企業・投資家の信頼を回復することである。2012年に水害が
再発することを防ぐとともに，中長期的な水資源管理システムの確立が急務と
なっている。また，復興に取り組みつつも，ほかの構造的問題への対応が求めら
れる。労働力不足はなお続く見込みで，タイは外国人労働者の受け入れの拡大に
向かわざるをえない。熟練労働者の不足に対応するため，タイ人労働者のスキル
向上も課題となっている。ASEAN経済統合を見据えた域内の生産拠点の再配置
の動きはタイ企業にもみられる。労働力不足，最低賃金引き上げによるコスト増
のほか，ミャンマーの民主化後の諸プロジェクトの進展でタイ企業のミャンマー
への関心が高まっている。タイ貢献党の政策への経済界の反応は急激なコスト増
への警戒感と内需刺激による消費市場拡大への期待が相半ばする。
　復興・洪水対策のための財政支出の拡大，新政権による内需拡大策による経済
の早期回復が見込まれている。NESDBは，2011年11月に2012年の成長率を4.5～
5.5％としたが，後に上方修正した（5.5～6.5％，2012年 2月20日）。財政悪化を懸
念する声もあり，公的債務の管理が課題となるだろう。
 （研究企画部研究企画課長）



285

1 月 4 日 ▼刑事裁判所，UDD幹部 7人の保
釈請求を却下。
9 日 ▼アピシット首相，福祉政策パッケー

ジ「民進」政策を発表。
12日 ▼中央銀行，政策金利を2.25％に引き

上げ。
14日 ▼アピシット首相，下院補欠選出馬の
ため辞任していた 2閣僚を再任。
21日 ▼カンボジアで拘束中の民主党下院議

員など 5人に執行猶予付有罪判決（翌日帰国）。
24日 ▼ PAD，カンボジアに対する強硬姿
勢を求め，首相府近くで座り込みを開始。
28日 ▼アピシット首相，ダボス会議出席の
ためスイス訪問。
2 月 1 日 ▼カンボジアで拘束中の活動家
ウィーラとその秘書に実刑判決。
3 日 ▼カンボジアとの合同国境委員会開催

（シェムリアップ）。
4 日 ▼カンボジア国境紛争で両国軍が交戦

（断続的に 7日まで続く）。
7 日 ▼国家改革委員会， 5項目提案を公表。
8 日 ▼政府，PADの集会の規制のため，

バンコクの一部に治安維持法発動（～ 5月24
日）。
11日 ▼国会両院合同会， 2つの憲法改正案

を可決。
14日 ▼国連安保理でタイ・カンボジア両国

代表が国境紛争について説明。
18日 ▼非公選の上院議員74人任期満了。
22日 ▼ ASEAN外相会議（ジャカルタ），タ

イ・カンボジア間の国境紛争でインドネシア
の監視団派遣を決定。

▼刑事裁判所，UDD幹部 7人の保釈を認
める。
24日 ▼アピシット首相，イギリス国籍を保
持していることを国会で認める。

3 月 1 日 ▼政府，在リビアのタイ人労働者 2
万3600人の支援策を決定。
4 日 ▼ 2つの改正憲法公布（翌日施行）。
9日 ▼中央銀行，政策金利を2.50％に引き

上げ。
19日 ▼下院，首相ほか 9閣僚に対する野党
提出の不信任動議を採決（全員が信任される）。
21日 ▼タイ貢献党，インラック氏を同党の

比例第 1順位に決定。
23日 ▼ブンカーン県設置（ノーンカーイ県
の東半分。県の総数は77に）。
24日 ▼ミャンマーを震源とする地震でタイ

国内に影響。バンコクでも揺れを観測。
25日 ▼タイ湾の天然ガスパイプラインで漏

洩事故。
4 月 1 日 ▼政府，公務員給与の 5％引き上げ
を実施。
5 日 ▼国軍の各司令官がクーデタの噂を否

定。軍は中立を守るとの声明発表。
10日 ▼ UDDが民主記念塔周辺等で大規模
集会を実施。
18日 ▼タクシン元首相，タイ貢献党幹部に
王室への言及をやめるように指示。

▼841億バー
ツ の補正予算法公布。

19日 ▼国会，カンボジアとの外交交渉枠組
みを承認。
20日 ▼政府，軽油の小売価格維持のため，
物品税減税を決定（ 9月末まで）。

▼中央銀行，政策金利を2.75％に引き上げ。
22日 ▼タイ国軍，国境紛争でカンボジア軍
と再び交戦（28日停戦）
27日 ▼国家エネルギー委員会，原子力発電
所建設計画の延期を決定。
29日 ▼カンボジア政府，国境問題を国際司
法裁判所に提訴。
5 月 2 日 ▼国王がシリラート病院にて手術。

重要日誌 タ　　イ　2011年
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4 日 ▼選挙委員会，選挙運動への王室利用
を禁止する規則を公布。
6 日 ▼アピシット首相，ASEAN首脳会議

出席のため，インドネシア訪問。
9 日 ▼憲法裁判所，選挙関連 3法案の合憲

性を認定。

▼アピシット首相，下院を解散。
12日 ▼刑事裁判所，不敬発言容疑でチャ

トゥポーン元下院議員の保釈を取り消す。
13日 ▼選挙関連 3法公布（翌日施行）。
16日 ▼タイ貢献党，インラックを第 1順位
とする比例代表名簿を発表。
18日 ▼国王，チャリット空軍大将（2006年
9月クーデタ時の空軍司令官）を枢密院顧問
に任命。
19日 ▼ UDD，ラーチャプラソン交差点付

近で大規模集会を開催。強制排除から 1周年。
31日 ▼カンボジアとの国境紛争で国際司法

裁判所における口頭弁論（～ 6月 1日，ハー
グ）。
6 月 1 日 ▼中央銀行，政策金利を3.00％に引
き上げ。
2 日 ▼企業買収への関与の疑いでピチッ

ト・スピニット証券取引委員会（SEC）委員長
辞任。
13日 ▼アピシット首相，東アジア世界経済
フォーラム出席のためインドネシア訪問。

▼中央銀行，政策金利を3.25％に引き上げ。
14日 ▼プラユット陸軍司令官，選挙に対す
る見解をテレビで表明。
15日 ▼労働省，不法滞在外国人労働者の登
録を再開。
26日 ▼スウィット天然資源・環境相，世界
遺産委員会（パリ開催）の脱退を表明。
7 月 1 日 ▼選挙運動最終日，各党が大規模集
会を開催。
3 日 ▼下院総選挙で野党タイ貢献党が過半

数の議席を獲得。
12日 ▼ワチラロンコン王子のボーイング

737機がミュンヘンで差押えられる。政府と
建設会社との民事紛争が理由。
18日 ▼国際司法裁判所，タイ＝カンボジア
間の国境紛争で係争地域から両軍の撤退を命
じる仮保全措置を決定。
27日 ▼ペチャラット王女逝去（ 6世王の王

女，享年85歳）。
28日 ▼職能別最低賃金を導入（11職種。後

に11職種を追加）。
31日 ▼ 2選挙区で再選挙実施。
8 月 1 日 ▼総選挙後初の通常国会招集。
5 日 ▼下院，インラックを首相候補に選出。
8 日 ▼国王，インラック首相を認証。首相，

組閣を発表。
10日 ▼インラック政権閣僚宣誓式。
19日 ▼アメリカ市民権をもつタイ人の不敬

罪訴追にアメリカ大使館が領事名で憂慮を表
明。
23日 ▼タクシン元首相訪日。

▼インラック首相，国会で所信表明演説
（～25日）。
24日 ▼中央銀行，政策金利を3.50％に引き

上げ。

▼控訴裁判所，脱税で一審有罪のポチャ
マーン（タクシン元夫人）に無罪判決。
31日 ▼国家通信委，通信事業の外資支配防

止ルール公布。
9 月 3 日 ▼法務省，UDDが2009年に提出し
たタクシン元首相の恩赦を求める署名の審査
を終えたことを公表。
6 日 ▼政府，洪水被災者に 1世帯あたり

5000バーツ 支給を決定。
10日 ▼インラック首相，ASEAN歴訪の最

初の国としてブルネイ訪問。
12日 ▼インラック首相，インドネシア訪問。
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15日 ▼インラック首相，カンボジア訪問。
24日 ▼プノンペンでカンボジア政府とタイ

貢献党・UDDとの親善サッカー試合開催。
10月 1 日 ▼第11次経済社会開発計画公布。
3 日 ▼インラック首相，ウクリット元上院

議長を国家法治主義独立委員会委員長に任命。
4 日 ▼バンコク近郊の工業団地の浸水始ま

る。
5 日 ▼インラック首相，ミャンマー訪問。

▼メコン川で中国船船員13人の他殺体が発見
される。
8 日 ▼政府，水害対策のため「水害・地滑

り・干ばつ問題解決委員会」設置。
10日 ▼国家放送通信委員会（NBTC）発足。
11日 ▼政府，法人税引き下げ（23％）を決定。
25日 ▼ドンムアン空港浸水（政府，28日に
被災者支援センターを移転）。
26日 ▼第11次経済社会開発計画（2012-2016
年）公布。
31日 ▼メコン川関係国会議開催（北京）。中
国人船員殺害事件を受けて同地域の治安強化
で合意。
11月 2 日 ▼賃金委員会，最低賃金を最高日額
300バーツ に引き上げる布告を公布。
10日 ▼政府，洪水復興・水資源管理のため
2委員会を設置。
15日 ▼刑事裁判所，UDDの女性活動家に

不敬罪で懲役15年の有罪判決。
17日 ▼インラック首相，ASEAN首脳会議

出席のため，インドネシア訪問。野田首相と
会談（18日）。
22日 ▼政府，最低賃金引き上げを2012年 4
月 1日に延期。
23日 ▼刑事裁判所，王室を誹謗する携帯
メール送信容疑のタイ人男性に不敬罪で懲役
20年の有罪判決。
24日 ▼暴風雨により南部で被害発生。

28日 ▼下院，プラチャー法相に対する不信
任動議を採決（信任）。
29日 ▼政府，被災企業による完成車，機械
等の輸入関税の免除を決定。

▼選挙委員会，チャトゥポーン議員が議員
資格を失ったと認定。
30日 ▼中央銀行，政策金利を3.25％に引き

下げ。
12月 3 日 ▼国王誕生日の恩赦を公布。
7 日 ▼逃亡中の UDD幹部のアリスマン・

ポンルアンローンが法務省特別捜査局（DSI）
に出頭。
8 日 ▼国連人権高等弁務官事務所，不敬罪

の罰則緩和を求める声明。
▼インラック首相，シンガポール訪問。

▼真相究明・国民和解委員会， 8項目提案
を公表。

▼刑事裁判所，アメリカ市民権を持つタイ
人男性に不敬罪で有罪判決。
15日 ▼刑事裁判所，女性活動家に不敬罪で

懲役15年宣告。

▼タクシー，バスを補助するエネルギーク
レジットカード制度始まる。

▼政府，タクシン元首相にパスポートを発
給したことを認める。
19日 ▼インラック首相，ミャンマー訪問。
アウンサン・スーチーとも面談。
20日 ▼プラユット陸軍司令官，不敬罪見直
しを容認できないと発言。
21日 ▼環境 NGO，政府の洪水対策失敗を
中央行政裁判所に提訴。

▼連立与党，憲法改正手続きの改正で合意。

▼カンボジアとの合同国境委員会（プノン
ペン），係争地域からの部隊の撤退等を合意。
22日 ▼中国の習近平副主席，来訪。110億

㌦のスワップ協定（ 3年間），チェンマイ＝バ
ンコク間の高速鉄道建設のMOU締結。
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　 1 　国家機構図（2011年12月末現在）
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（注）　各省の大臣官房は省略。
（出所）　2007年憲法，1991年省庁局改組法（最終改正2010年）などにより筆者作成。

　 2 　閣僚名簿

閣僚 Abhisit政権 Yingluck政権（2011.8.9～）
氏名 政党 氏名 政党

首相 Abhisit Vejjajiva DEM Yingluck Shinawatra＊ PT
副首相 Suthep Thaugsuban DEM Yongyoot Wichaidit+ PT

Trairong Suwannakhiri DEM Chalerm Ubumrung （Pol.Capt.） PT

Sanan Kajornprasart （Maj.Gen.） CTP Kowit Wattana （Pol.Gen.）
→ Yuthasak Sasiprapha （Gen.） PT

Kittirat Na-Ranong+ PT
Chumpol silapa-archa+ CTP

首相府大臣 Satit Wonghnongtaey DEM Surawit Khonsomboon
→Woravat Auapinyakul PT

Ongart Klampaiboon DEM Kitsana Seehalak＊→ Nalinee Taveesin＊ PT
Niwattumrong Boonsongpaisarn PT
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国防大臣 Prawit Wongsuwan （Gen） DEM Yuthasak Sasiprapha （Gen.）
→ Sukumpol Suwanatat PT

財務大臣 Korn Chatikavanij DEM Thirachai Phuvantnaranubala
→ Kittirat Na-Ranong+ PT

　副大臣 Pradit Phataraprasit RCP Boonsong Teriyapirom
→ Tanusak Lekuthai PT

　副大臣 Man Pattanothai MBP Viroon Tejapaibul PT
外務大臣 Kasit Piromya DEM Surapong Tovichakchaikul PT
観光・スポーツ大臣 Chumpol Silapa-archa CTP Chumpol silapa-archa + CTP
社会開発・人間安全保障大臣 Issara Somchai DEM Santi Promphat PT
農業・協同組合大臣 Theera Wongsamut CTP Theera Wongsamut CTP

　副大臣 Supachai Phosu BJT Pornsak Jarernprasert
→ Nattawut Saikuar PT

運輸大臣 Sopon Zarum BJT Sukumpol Suwanatat
→ Charupong Ruangsuwan PT

　副大臣 Kuakul Danchaiwijit CTP Chatt Kulkiloke （Pol.Lt.Gen.） PT

　副大臣 Suchart Chokechaiwattanakorn BJT Kittisakdi Hathasongkorh
→ Chadchart Sittipunt PT

天然資源・環境大臣 Suwit Khunkitti SAP Preecha Rengsomboonsuk PT
情報技術・通信大臣 Chuti Krairiksh DEM Anudith Nakornthap （Gp.Capt.） PT

エネルギー大臣 Wannarat Channukul RCP Pichai Naripthaphan
→ Arak Chonlatanon PT

商務大臣 Pornthiva Nakasai＊ BJT Kittirat Na-Ranong+
→ Boonsong Teriyapirom PT

　副大臣 Alongkorn Ponlaboot DEM Poom Sarapol PT
Siriwat Kajornprasart CTP

内務大臣 Chavarat Charnvirakul BJT Yongyoot Wichaidit+ PT
　副大臣 Boonjong Vongtrairat BJT Chuchard Hansward PT
　副大臣 Thaworn Senneam DEM Thanit Thienthong PT
司法大臣 Pirapan Salirathavibhaga DEM Pracha Promnog （Pol.Gen.） PT
労働大臣 Chalermchai Sri-on DEM Phadermchai Sasomsub PT
文化大臣 Niphit Intharasombat DEM Sukamol Kunplome＊ PT
科学技術大臣 Virachai Virameteekul DEM Plodpsasop Suraswadi PT

教育大臣 Chinnaworn Boonyakiat DEM Woravat Auapinyakul
→ Suchart Thada-Thamrongvech PT

　副大臣 Chaiyos Jiramethakorn PPD Bunruen Srithares＊
→ Sakda Kongpet PT

　副大臣 Narisara Chawaltanpipat＊ PPD Surapong Eungampornwilai（→退任） PT
公衆衛生大臣 Jurin Laksanawisit DEM Wittaya Busanasiri PT

　副大臣 Phansiri Kullannartsiri BJT Torphong Chaiyasan
→ Surawit Khonsomboon PT

工業大臣 Chaiwuti Bannawat DEM Wannarat Channukul
→ Pongsvas Svasti （MR） CTPP

（注）　＊女性閣僚，＋兼務，→2012年 1月18日内閣改造
　DEM（民主党）， SAP（社会行動党）， BJT（タイ矜持党）， PPD（国家貢献党），CTP（タイ国家開発党）， MTP
（母なる大地党），RCP（国家団結開発党；タイ合心国家開発党［RJT］が2010年 3月に党名変更），

CTPP（国家貢献開発国民党：国家貢献党と国家団結開発党が合併），PT（タイ貢献党），PC（民衆力党）。
（出所）　官報および内閣事務所ウェブサイト（http://www.cabinet.thaigov.go）より筆者作成。 

　 3 　国軍人事
国軍司令官 Gen. Thanasak Patimaprakorn （2011年10月 1日）
陸軍司令官 Gen. Prayudh Chand-ocha （2010年10月 1日）
　（第一管区司令官） Lt.Gen. Udomdej Sitabutr （2010年10月 1日）
海軍司令官 Adm. Surasak Runroengrom （2011年10月 1日）
空軍司令官 ACM Itthaporn Subhawong （2008年10月 1日）
（注）　（   ）内は任命日。
（出所）　官報および国防省ウェブサイト。
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　 1　基礎統計
2006 2007 2008 2009 20101） 20111）

人 口（100万人，年末） 65.28 65.74 66.32 66.88 67.28 67.58
労 働 人 口（同上） 36.43 36.94 37.70 38.43 38.64 38.92
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 4.7 2.3 5.5 -0.9 3.3 3.8
失 業 率（％） 1.5 1.4 1.4 1.5 1.0 0.7
為替レート（ 1ドル＝バーツ） 37.93 34.56 33.36 34.34 31.73 30.49
（注）　1） 暫定値。
（出所）　タイ中央銀行（http://www.bot.or.th）。

　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：10億バーツ）
2006 2007 2008 20091） 20101） 20111）

民 間 消 費 4,379 4,555 5,000 4,993 5,430 5,738
政 府 消 費 926 1,039 1,121 1,214 1,310 1,399
総 固 定 資 本 形 成 2,204 2,250 2,492 2,182 2,499 2,766
在 庫 増 減 16 4 152 -261 121 34
財・サービス輸出 5,778 6,260 6,942 6,180 7,203 8,110
財・サービス輸入 5,504 5,544 6,709 5,227 6,453 7,629
国 内 総 生 産 支 出 7,799 8,563 8,998 9,081 10,111 10,418
国 内 総 生 産（GDP） 7,845 8,525 9,080 9,042 10,105 10,539
海 外 純 要 素 所 得 -317 -311 -324 -353 -435 -379
国 民 総 生 産（GNP） 7,528 8,214 8,757 8,689 9,670 10,161
（注）　 1） 暫定値。
（出所）　国家経済社会開発庁 （http://www.nesdb.go.th）。

　 3 　産業別国内総生産（実質：1988年価格） （単位：10億バーツ）
2006 2007 2008 20091） 20101） 20111）

農・畜産・漁・林業 365.4 369.8 385.2 390.4 381.4 395.9
うち農・畜産・林業 301.6 306.7 320.1 322.3 312.5 328.8

鉱 業 91.6 95.1 95.3 96.1 101.1 99.4
製 造 業 1,588.1 1,686.4 1,751.4 1,645.0 1,873.2 1,792.5
建 設 業 98.1 100.5 95.2 95.6 102.1 164.6
電 力 ・ 水 道 135.1 142.0 147.6 148.9 163.8 96.9
運 輸 ・ 通 信 407.7 432.0 429.9 413.7 430.3 621.7
卸 ・ 小 売 業 560.2 591.0 596.7 594.8 610.7 442.0
金 融 業 140.7 148.6 160.9 167.3 180.5 204.7
不 動 産 業 159.5 164.6 168.7 170.6 177.0 183.2
行 政 ・ 国 防 115.3 120.6 122.2 122.3 127.1 127.2
サ ー ビ ス 392.8 408.5 411.6 418.6 448.8 470.6 
国 内 総 生 産（GDP） 4,054.5 4,259.0 4,364.8 4,263.1 4,596.1 4,598.4
GDP 成 長 率（％） 5.1 5.0 2.5 -2.3 7.8 0.1
（注）　 1） 暫定値。 
（出所）　表 2に同じ。 
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　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万バーツ）
2008 2009 2010 2011

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 661,566 1,116,459 535,880 860,125 645,210 1,211,476 725,455 1,286,807
ＮＡＦＴＡ 744,003 422,881 635,226 319,075 714,531 384,136 748,885 459,094
アメリカ 667,747 380,675 567,699 288,566 638,820 342,120 658,839 408,170

E U1） 769,774 476,966 618,759 415,332 690,082 444,947 727,845 545,090
ド イ ツ 105,250 150,045 89,504 118,344 104,374 148,278 113,424 164,585
イギリス 130,920 60,387 110,311 60,725 115,717 61,200 117,140 59,481
ス イ ス 65,986 131,699 107,821 85,474 129,270 166,506 143,478 270,883
ロ シ ア 31,558 95,589 13,844 57,996 24,312 102,665 34,624 137,697
ＡＳＥＡＮ 1,319,391 1,002,145 1,106,493 850,952 1,403,599 972,606 1,636,787 1,126,630
シンガポール 332,443 236,132 257,968 197,352 285,187 201,897 344,782 237,612
マレーシア 325,280 322,995 260,837 295,287 334,599 343,889 373,607 376,020
インドシナ諸国2） 334,378 184,116 321,840 162,327 391,965 165,520 470,553 201,424
中 国 532,319 670,343 548,760 586,143 678,632 775,391 825,777 933,271
香 港 330,754 65,177 323,220 59,652 413,785 58,232 496,736 71,290
台 湾 88,799 206,926 76,678 165,050 101,979 218,158 116,650 228,901
韓 国 121,103 228,216 96,110 186,770 114,268 258,537 137,927 280,462
イ ン ド 110,194 87,263 109,863 59,450 139,178 72,140 156,288 91,949
中 東 313,053 932,873 298,446 568,840 305,003 679,046 312,438 928,941
合 計 5,851,371 5,962,482 5,194,597 4,601,982 6,176,302 5,856,591 6,896,541 6,973,650
（注）　 1）EUは27カ国の合計値。インドシナ諸国はカンボジア，ベトナム，ラオス，ミャンマーの合計値。
（出所）　表 1に同じ。

　 5 　国際収支 （単位：100万バーツ）
20061） 20071） 20081） 2009 2010 2011

経 常 収 支 84,553 539,704 67,381 755,336 412,320 363,197
貿 易 収 支 514,137 916,795 575,541 1,121,055 1,000,330 713,742
輸 出 4,838,242 5,212,208 5,831,086 5,157,644 6,123,265 6,865,650
輸 入 4,324,105 4,295,414 5,255,545 4,036,590 5,122,935 6,151,909

サ ー ビ ス 収 支 -302,824 -273,014 -431,379 -218,178 -334,037 -301,134
輸 送 -407,774 -402,933 -523,393 -386,459 -521,763 -637,793
旅 行 332,723 398,140 436,631 397,516 461,103 628,311
そ の 他 の サ ー ビ ス -227,774 -268,221 -344,618 -229,235 -273,377 -291,652

所 得 収 支 -304,712 -296,291 -298,145 -331,321 -444,494 -372,897
雇 用 者 報 酬 - - - -23,087 -1,340 -1,108
投 資 収 支 -304,712 -296,291 -298,145 -308,234 -443,154 -371,789

経 常 移 転 収 支 177,953 192,214 221,364 183,780 190,522 323,487
資 本 収 支 307,921 -58,818 414,816 -91,570 774,452 -221,278
直 接 投 資 323,267 288,445 146,514 23,394 136,831 -72,013
証 券 投 資 164,697 -228,916 -65,530 -187,855 289,960 101,815
株 式 177,266 97,781 -121,644 42,072 38,420 -25,819
債 券 -12,569 -326,696 56,114 -229,927 251,540 127,634

金 融 デ リ バ テ ィ ブ 13,359 -10,846 -22,550 38,902 973 -11,169
そ の 他 の 投 資 -193,403 -107,501 356,382 31,725 338,969 -238,182

誤 差 脱 漏 85,051 105,532 329,652 160,834 -200,147 -106,849
外 貨 準 備 増 減 477,525 586,419 811,849 824,600 986,626 35,070
（注）　 1）旧基準の数値。
（出所）　表 1に同じ。
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